
科

目

範

囲

講
習
時
間

配
線
器
具
並
び
に
電
気

工
事
用
の
材
料
及
び
工

具

一

配
線
器
具
の
構
造
、
性
能
及
び
用
途

一
時
間
三
十
分

二

電
気
工
事
用
の
材
料
の
材
質
及
び
用
途

三

電
気
工
事
用
の
工
具
の
用
途

（
講
師
の
条
件
）

第
二
条

認
定
講
習
の
講
師
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
科
目
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
条
件

の
一
に
適
合
す
る
者
と
す
る
。

科

目

条

件

配
線
器
具
並
び
に
電
気

工
事
用
の
材
料
及
び
工

具電
気
工
事
の
施
工
方
法

一

法
第
三
条
第
一
項
の
第
一
種
電
気
工
事
士
（
以
下
単
に「
第
一
種
電
気
工
事
士
」

と
い
う
。）で
あ
る
こ
と
。

二

電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
四
十
四
条
第
一
項
の
第

一
種
電
気
主
任
技
術
者
免
状
、
第
二
種
電
気
主
任
技
術
者
免
状
又
は
第
三
種
電
気

主
任
技
術
者
免
状
（
以
下
「
電
気
主
任
技
術
者
免
状
」
と
総
称
す
る
。）の
交
付
を

受
け
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
電
気
主
任
技
術
者
免
状
の
交
付
を
受
け
た
後
、
電
気

工
作
物
の
工
事
、
維
持
又
は
運
用
に
関
す
る
業
務
に
関
し
三
年
以
上
の
実
務
の
経

験
を
有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
。

三

経
済
産
業
大
臣
が
前
二
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
経
験
を
有
す
る
と

認
め
た
者
で
あ
る
こ
と
。

自
家
用
電
気
工
作
物
の

検
査
方
法

自
家
用
電
気
工
作
物
の

保
安
に
関
す
る
法
令

一

第
一
種
電
気
工
事
士
で
あ
る
こ
と
。

二

電
気
主
任
技
術
者
免
状
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。

三

経
済
産
業
大
臣
が
前
二
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
経
験
を
有
す
る
と

認
め
た
者
で
あ
る
こ
と
。

様
式

認
定
電
気
工
事
従
事
者
認
定
講
習
修
了
証

ふ
り
が
な

受
講
者
氏
名

生
年

月
日

年
月

日
生

現
住
所

（
Ｔ
Ｅ
Ｌ

）

電
気
工
事
の
施
工
方
法

一

配
線
工
事
の
方
法

一
時
間
三
十
分

二

配
線
器
具
の
設
置
工
事
の
方
法

三

接
地
工
事
の
方
法

自
家
用
電
気
工
作
物
の

検
査
方
法

一

点
検
の
方
法

二
時
間

二

導
通
試
験
の
方
法

三

絶
縁
抵
抗
測
定
及
び
接
地
抵
抗
測
定
の
方
法

四

継
電
器
試
験
の
方
法

五

試
験
用
器
具
の
性
能
及
び
使
用
方
法

自
家
用
電
気
工
作
物
の

保
安
に
関
す
る
法
令

電
気
工
事
士
法（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
三
十
九
号
。以
下「
法
」

と
い
う
。）、
電
気
工
事
士
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
二

百
六
十
号
）
及
び
規
則
、
並
び
に
そ
の
他
関
係
法
令

一
時
間

平成˜š年œ月™日 水曜日 (号外第ŸŸ号)官 報

（
修
了
証
等
）

第
三
条

認
定
講
習
を
行
う
者
は
、
認
定
講
習
を
修
了
し
た
者
に
対
し
、
様
式
に
よ
る
認
定
電
気
工
事
従
事
者
認
定
講

習
修
了
証
及
び
そ
の
修
了
証
に
記
載
さ
れ
た
事
項
を
証
明
す
る
書
類
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当

該
修
了
証
に
記
載
さ
れ
た
事
項
を
証
明
す
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
項
に
つ
い
て
あ
ら
か
じ
め
経
済
産
業
大
臣

の
確
認
を
受
け
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨
を
記
載
し
た
書
類
を
も
っ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

〇
経
済
産
業
省
告
示
第
三
百
五
十
六
号

電
気
工
事
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
九
十
七
号
）
第
四
条
の
二
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に

基
づ
き
、
認
定
電
気
工
事
従
事
者
認
定
講
習
の
内
容
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
十
三
年
五
月
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

な
お
、
昭
和
六
十
三
年
通
商
産
業
省
告
示
第
四
百
九
十
七
号
（
認
定
電
気
工
事
従
事
者
認
定
講
習
規
程
）
は
、
平
成
十

三
年
五
月
一
日
限
り
、
廃
止
す
る
。

平
成
十
三
年
五
月
二
日

経
済
産
業
大
臣

平
沼

赳
夫

（
講
習
の
方
法
）

第
一
条

電
気
工
事
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
九
十
七
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。）第
四

条
の
二
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
認
定
電
気
工
事
従
事
者
認
定
講
習
（
以
下
「
認
定
講
習
」
と
い
う
。）は
、
次
の

表
の
上
欄
に
掲
げ
る
科
目
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
し
、
当
該
科
目
の
範
囲
及
び
使
用
す
る
教
科
書
の
内
容
並
び
に
講

習
時
間
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
及
び
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

›



他に連絡先があ
る場合その名称
及び所在地

科 目

配線器具並びに
電気工事用の材
料及び工具

電気工事の施工
方法

自家用電気工作
物の検査方法

自家用電気工作
物の保安に関す
る法令

名 称

所在地

（ＴＥＬ ）

一 配線器具の構造、性能及び用
途

二 電気工事用の材料の材質及び
用途

三 電気工事用の工具の用途

一 配線工事の方法

二 配線器具の設置工事の方法

三 接地工事の方法

一 点検の方法

二 導通試験の方法

三 絶縁抵抗測定及び接地抵抗測
定の方法

四 継電器試験の方法

五 試験用器具の性能及び使用方
法

電気工事士法、電気工事士法施行
令及び電気工事士法施行規則、並
びにその他関係法令

年 月 日
時 分

から
時 分

（１時間30分）

年 月 日
時 分

から
時 分

（１時間30分）

年 月 日
時 分

から
時 分

（２時間）

年 月 日
時 分

から
時 分

（１時間）

範 囲 講師の氏名 第２条各号
該当箇所

使用教科書の名称及び
発行者 受 講 期 日

上記の者は¤電気工事士法施行規則第４条の２第２項に基づく認定電気工事従事者認定講習を修了したことを証明します¡

年 月 日

所在地 〒 （ＴＥＬ ）

証明者 氏名又は名称

法人にあっては代表者の氏名 î印

（備考） １ この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

２ 氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができる¡この場合において、

署名は必ず認定講習を行う者（法人にあっては代表者）が自署するものとする。

３ 第３条の規定に基づき¤当該修了証に記載された事項を証明する書類を添付のこと¡

平
成

˜
š
年

œ
月

™
日
水
曜
日

(号
外
第

Ÿ
Ÿ
号
)

官
報

œ


